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＜見本＞ 

介護老人福祉施設長渕園重要事項説明書 

短期入所生活介護用     

令和３年８月１日現在     

１．当施設が提供するサービスについての相談窓ロ 

電話 ０４２８－２３－６７７６（午前 9時～午後 5 時まで） 

担当 生活相談員  鈴木 謙太郎 

＊ ご不明な点は、何でもおたずねください。 

２．特別養護老人ホーム  長渕園の概要 

（１） 提供できるサービスの種類 

提供サービス 介護老人福祉施設、短期入所生活介護(空床型) 

人員配置区分 Ⅰ型 介護職員及び看護職員の数(常勤換算)：入所者の数

＝１：３ 

その他該当する 

体制 

１．夜間勤務条件基準    基準型 

２．常勤専従医師配置    なし(非常勤あり) 

３．機能訓練体制加算       あり 

４．看護体制加算         あり 

５. 夜勤職員配置加算       あり 

６．若年性認知症入所者受入加算  あり 

７．精神科医師定期的療養指導   あり  

８．栄養マネジメント体制     あり 

９．療養食加算          あり  

１０．サービス提供体制加算    あり 

１１.認知症行動・心理症状緊急対応加算 あり 

１２.医療連携強化加算       あり 

１３.介護職員処遇改善加算        あり 

１４．介護職員等特定処遇改善加算 あり 

所在地 東京都青梅市長淵５丁目１４２１－１４ 

介護保険指定番

号 

東京都 １３７２８００１９１号（介護福祉施設） 

東京都 １３７２８００４７２号（短期入所） 

（２）当施設の職員体制   職員構成 

 職種 現員 資格等  職種 現員 資格等 
 
常 
 
勤 

施設長  １ 主事、介護支援専門員 非

常

勤 

医師  １  

事務員  ４  理学療法士  ２  
生活相談員  １ 社会福祉主事 精神科医  １  
介護支援専

門員 
 ３ 介護支援専門員資格 

３名（常勤２名、） 
出張歯科医    

介 護

士 
７ 
 介護福祉士２名 

２級ヘルパー2 名 
 

介護士 
 

３１ 介護福祉士 ２２名 
２級ヘルパー ２名 

看護師  ５ 正看護師 １名 
准看護師 ４名 

栄養士  １ 管理栄養士 介護補助 ４  
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調理員  ６ 調理師３名 栄養士１名 調理 
宿日直員 

１ 
６ マッサージ  １ あん摩アッサージ指圧

師 

組織体制 

社会福祉法人 積善会――― 理事会(定数６名)―― 監事(定数２名) 

      評議員会（定数７名） 

（理事長 川口 睦弘） 

 

介護老人福祉施設 ☆特別養護老人ホーム（定員１００名） 

         ☆短期入所生活介護（空床利用） 

 
             

――― 医師―（非常勤 ２名 うち１名は精神科医） 

    ――食事療養管理部(兼務 医師１名、管理栄養士２名) 

          ――― 生活相談員  （常勤１名） 

    ――― 介護支援専門員 (兼務 常勤１名) 

         ――― 介護職員及び看護職員：利用者  

（人員配置区分Ⅰ型）  １：３ 

（夜間勤務条件 基準型）夜勤４名          

         ―――管理栄養士―――（常勤１名 非常勤１名） 

施設長(１名) 

 

    ―――機能訓練指導員 

(常勤１名 ・あん摩マッサージ指圧師) 

(非常勤１名・理学療法士) 

 

―――調理員―――(常勤７名) 

 

                ――― 事務員―――（常勤 4名）   

 

――― 宿直・当直用務員 （臨時職員 ６名） 
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（２） 同施設の設備の概要 

定員 １００ 名 静養室 １室  ２床 

居室 

４人室 ２１室 医務室 １室 

２人室  ７室 看護室 １室 

１人室  ２室 機能訓練室 １室 

浴室 
一般浴槽、特殊機械

浴槽があります。 

談話室 ４室 

食堂 １室 

 

 

３．サービスの内容 

 

（１） 食事・・・１日３食のほかに午後に「おやつ」が出ます。 

また、原則として、元旦、盆、敬老の日等には特別メニュー食

がでます。 

（２） 入浴・・・週２回入浴できますが、風邪等の症状で入浴できない場合は清

拭を行います。 

（３） 介護・・・介護職員および看護婦が担当しますが、各居室担当職員を配置

して看護にあたります。 

（４） 機能訓練・・常勤あん摩マッサージ指圧士、非常勤理学療法士、及び職員

によって、機能訓練室、その他で機能訓練をおこないます。 

（５） 生活相談・・日常生活全般について生活相談員及び介護支援専門員が相談

に応じます。 

（６） 健康管理・・医師による検診、看護婦による看護と日常の健康管理プログ

ラムを行います。 

（７） 治療食の提供・・当施設では医師が発行する食事箋にもとづき、利用者の

年齢、病状に対応した栄養量及び内容を必要とする治療食を提

供することができます。 

（８） 理美容サービス・・月に２回、毎月第２、第４水曜日に理容サービスを実

施しております。料金は別途かかります。 

（９） レクリエーション・・毎月の行事計画にそって実施します 
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４．利用料金 

（１）利用料金 指定居宅サービス・短期入所生活介護（空床型） 

介護保険対象―併設型短期入所生活介護費（多床室） 

① 施設利用料 

区分 １日あたりの利

用料金 

介護保険適用時

の１日当りの施

設利用料（１割） 

介護保険適用時

の１日当りの施

設利用料（２割） 

介護保険適用時の

１日当りの施設利

用料（３割） 

要 支 援 １ ４，８３０円 ４８３ 円 ９６６円 １，４４９円 
要 支 援 ２ ６，０１０円 ６０１ 円 １，２０２円 １，８０３円 
要 介 護 １ ６，４５４円 ６４６ 円 １，２９１円 １，９３７円 
要 介 護 ２ ７，２０１円 ７２１ 円 １，４４１円 ２，１６１円 
要 介 護 ３ ７，９８１円 ７９９ 円 １，５９７円 ２，３９５円 
要 介 護 ４ ８，７２８円 ８７３ 円 １，７４６円 ２，６１９円 
要 介 護 ５ ９，４６５円 ９４７ 円 １，８９３円 ２，８４０円 

利用料算定は利用日数合計でなされる為、最小単位数値は上記とは異なる。 

 

②加算料金(2 割負担の方は表記金額の 2 倍、3 割負担の方は表記金額の 3 倍になります) 

区分 １日当りの施設

利用料 

介護保険適用時の

１日当りの施設利

用料 

看護体制加算 （Ⅰ） ４３円 

（Ⅱ） ８６円 

     ５円 

     ９円 

若年性認知症入所者受入加算 １２９９円 １３０円 

医療連携強化加算  ６２８円 ６３円 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) １９４円   ２０円 

送迎を行う場合の加算 

 （片道の送迎毎） 

１、９９２円 ２００円 

夜勤職員配置加算 １４０円 １４円 

機能訓練体制加算 １２９円   １３円 

療養食加算 

（療養食を提供した場合） 

２５９円 

（３回分） 

２５円 

緊急短期入所受入加算 ９７４円 ９８円 

認知症行動・心理症状緊急対応

加算 

２､１６６円 ２１７円  

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数の1000分の83に相当する単位

数で計算した額 

介護職員等特定処遇改善加算

（Ⅰ） 

総単位数の1000分の27に相当する単位

数で計算した額 
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（２）介護保険対象外費用（その１） 

①特定入所者介護サービス費に関する滞在費及び食費 （単位：円／日） 

介護福祉施設（多床室）・併設型短期入所生活介護費（多床室） 

  多床室における 滞在費 食費 

基準費用額（第４段階） ８５５ １,４８５ 

利用者負担第３段階② ３７０ １,３００ 

利用者負担第３段階① ３７０ １,０００ 

利用者負担第２段階 ３７０ ６００ 

利用者負担第１段階 ０ ３００ 

＊食費は朝食 420 円、昼食 575 円、夕食 490 円で設定しています。 

 

（５）短期入所生活介護利用の中止 

 ①利用開始予定日以前の中止 

 入所前にお客様の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル

料が必要です。 

① 入所の前日午後５時までに連絡をい

ただいた場合 
無料 

② 入所日の前日午後５時までに連絡を

いただかなかった場合 
利用料の３０％ 

 

  ②利用料利用中の中止 

  ※以下の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し

退所していただく場合があります。 

・利用者が中途退所を希望した場合 

・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

・利用中に体調が悪くなった場合、短期入所生活介護の継続が困難にな

ったとき 

  ・他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

 

上記の場合で、必要な場合には、ご家族または緊急連絡先へ連絡するととも

に速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じま

す。料金は退所日までの日数を基準に計算します。 
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（６）支払方法 

 毎回、短期入所生活介護の終了後、請求書をお渡しいたしますので、１０

日以内に支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。

お支払方法は、窓口支払い、銀行振込のいずれかとなります。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用申し込み 

・電話等でお申し込みください。 

・ご利用期問決定の後、契約を結びます。なお、ご利用の予約は１ケ月前か

らできます。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と

ご相談ください。 

 

（２）サービス利用契約の終了 

①お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

 実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出に

よりいつでも解約できます。この場合、その後の予約は無効となります。 

②自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的に契約を終了し予約は無効

となります。 

・お客様が介護保険施設等に入所した場合 

・お客様が亡くなられたときまたは被保険者資格を喪失したとき 

・要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された揚合 

⑧その他 

お客様が、サービス利用料金の支払を１ケ月以上遅延し、料金を支払う

よう催告したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、お客様が当

施設や当施設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行

った場合、または、やむを得ない事情により施設を閉鎖もしくは縮小す

る場合は、１５日前までに文書で通知することにより、サービス利用契

約を終了させていただくことがございます。なお、この場合、予約は無

効となります。 

 

６．当施設のサービスの特徴 

（１）運営の方針 

・ 入所に際しては利用者およびご家族のご要望、ご意見を尊重し、ご
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理解をいただいたうえでご契約させていただきます。 

・ 利用者の人権を尊重し、社会福祉の理念をまもり、常にサービスの

提供者としての立場を忘れずに、利用者が安心を得る介護に専念します。 

・ 利用者が施設から在宅への復帰を目標にした介護サービス計画を作

成し、要介護度に応じた適正なサービスの提供をおこないます。 

・ 利用者が選択されたサービス内容の実施に向けて、誠意を持って努

めてまいります。経営、運営の情報公開に努めます。 

・ 利用者の要求に応じたサービスの提供に対する苦情への対応、情報

提供などに対して職員全体が、責任を持って行動します。 

・ 利用者の健康維持・管理に努め、総合的な生活の質の向上を目指し

ます。 

・ 施設運営の実態を確認し、信頼される施設として職員の資質、技能

の向上を図っていきます。 

・ 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施します。 

（２）サービス利用のために 

・ 介護職員の適正配置 

介護サービスにあたっては、介護職員及び看護職員等の人員配置を、入

所者数に対して３：１の割合に保ち、適切なサービスに対応できるよう

にします。 

・ 職員への研修の実施 

毎月職員全体会議（職員会議、職員研修会、苦情処理全体委員会などで）

を開催するほか、研修計画委員会を中心に、職員の資質、知識、技術研

修を随時開催します。 

・ サービスマニュアルの作成 

利用契約に基づいたサービスの方針や健康状態の把握、疾病及び感染へ

の予防に関してマニュアルを作成します。 

・ 身体的拘束 

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない様に努めます。 

身体的拘束等の適正化を図る為、記録、指針の整備、委員会の定期開催、 

従業員への研修を定期的に行います。 

 

（３）施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会 

面会は玄関の事務室窓口で、面会帳簿にご記入のうえ２階、３階介護室

カウンターへ連絡していただき、ご面会していただきます。 
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・ 外出、外泊 

前日までに施設にご連絡ください。 

・ 飲酒、喫煙 

受動喫煙防止のため全館禁煙にしており、禁煙に協力ください。飲酒も,

健康管理上日常は禁止しています（医師の許可が必要となります）。 

・ 設備、器具の利用 

介護に必要な器具は施設で用意いたします。車椅子などご自分のものが

あればそのまま使用して差し支えありません。 

・ 金銭、貴重品の管理 

貴重品はお持ちにならないようお願いします。金銭（食べ物、小額の身

の回り品の購入、医療費等の支払いのため）は、ご要望によって施設が

預金通帳を預かり、責任を持って管理いたします。払い出し、預入れを

代行いたしますが、いつでも預かり金帳簿、預金通帳等の確認ができる

ようにいたします。 

・ 所持品の持ち込み 

入所の際には衣類などに名前をつけてください。所持品の量には制限が

ありますので、事前にご相談ください。 

・ 施設外での受診 

眼科等他の病院、その他専門医療機関にて受診が必要な場合は、職員が

同行いたします。 

・ 宗教活動 

ご自分で信仰される宗教は自由ですが、施設内で他の利用者に入信を勧

める等の行為は避けてください。 

・ ペットの持込 

ペットの持ち込みは、衛生上できません。 

 

７．緊急時の対応方法 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に速絡する等必要な処置を護

ずるほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

緊急連絡先 

氏 名 住  所 電話番号 関係 
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８．非常災害対策 

・ 防災時の対応 

火災、地震等の発生時には職員が状況を判断し、利用者の皆様を避難、

誘導し安全の確保に努めます。 

・ 防災設備 

各居室にはスプリンクラーが設置されており、火熱によって作動し自動

的に消火活動が行われます。また廊下には消火栓が取り付けられており、

初期消火活動に役立つよう準備されています。その他屋外には消火貯水

槽、非常用電源消火ポンプが設置されています。 

・ 防災訓練 

毎月１回職員による消火訓練を実施しています。 

防火責任者    尾木 秀彰 

・業務継続計画の策定等 

感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設

サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための業務継続計画を策定し、 当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じております。また、従業者に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しておりま

す。 

 

９．サービス内容に関する相談・苦情 

（１）当施設ご利用者相談・苦情担当 

担当は生活相談員、介護支援専門員または園長です。 

（２）当施設以外に、区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

青梅市は福祉部介護課です 電話 ０４２８－２２－１１１１ 

 

１０．当社の概要 

名称・法人種別    社会福祉法人 積善会 

代表者役職・氏名   理事長  川口 睦弘 

所在地     東京都青梅市長淵５丁目１４２１－１４ 

電話番号  ０４２８－２３－６７７６ 

定款の目的に定めた事業 （１）第１種社会福祉事業 

    介護老人福祉施設の設置経営 

（２）２種社会福祉事業 

短期入所生活介護事業所(空床型)の設置経営 

（３）その他これに付随する業務 
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施設・拠点等     ・介護老人福祉施設 １ヶ所 

   ・短期入所生活介護 １ヶ所 

 介護老人福祉施設入所にあたり、利用者にたいして契約書および本書面に

もとづいて、重要な事項を説明しました。 

 

令和  年  月  日   

事業者 

東京都青梅市長淵５丁目１４２１－１４ 

介護老人福祉施設 長渕園 

説明者  職 名 

    氏 名    印 

私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設について

の重要事項の説明を受けました。 

利用者  住 所 

氏 名    印 

 

代理人  住 所 

氏 名    印 


